
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2年  組  番  

氏名：              

 

情報 Cでは2学期にWebページ（ホームペー

ジ）の作成実習を行います。 

よくインターネットで見かけるように文字だ

けではなく、絵や写真、音楽などさまざまな素

材を利用し伝えたい内容をより効果的に表現

するために夏休みを利用して実習のための

Web ページのコンテンツ（素材など）を構成

する準備をしましょう。 
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目 的：2 学期のWeb ページ作成のための素材収集･作成 

 

注 意 点：1 学期に学習したことをよく思い出し、「著作権」や「個人情報の保護」、「デ

ィジタル化する際の利点と問題点」を考えて収集･作成すること 

 

作 成 内 容：教科書44ページからの「学級紹介Webページの製作」を参考にすること。 

作成するWeb ページは 

① 学校紹介 
② 学級紹介 
③ 自己紹介 
④ その他自分の興味のあることの紹介 
のいずれかとします。 

 

著 作 権：作成するWebページに掲載するためには著作権を必ず確認してから利用

するようにしなければいけません。1 学期の授業でも触れたように「著作権」

は個人が創作した時点で自動的に発生するものであり、「著作権フリー・ご

自由にお使いください」などの表記がない限り勝手に使用してはいけませ

ん。 

もちろん自分自身が完全にオリジナルとして作成した場合には自分に「著

作権」があるので自由に作成（利用）してもかまいませんが、自分で作成し

たことを明記しておいてください。 

 

素材の数：上限は決めませんが、Webページ1ページに最低でも 1枚の絵や写真があ

った方がよいので最低でも 3点以上は用意してください。 

 

素材種類：①静止画（絵、写真など） 

 ②動画（ビデオ、アニメーション、Flash など） 

 ③音楽（曲、詞など） 

④その他（Web ページに利用するアイコンやボタンなども OK） 

 

これらの素材はディジタルでもアナログでもどちらで用意しても OK です。 

家にパソコンがあったり、利用できるパソコンがある人はもちろんディジタル

のデータとして提出して OKです。 

家にパソコンがなかったり利用できる環境がない人はアナログのまま提出し
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てください。学校のパソコンを利用してディジタルデータに変換します。 

 

提出方法：素材の提出は上記の通り、ディジタル又はアナログの状態で提出してもらい

ます。アナログとディジタルに分けて説明します。 

  

① アナログの場合 
・ 絵 

A4 サイズまでの大きさにしてください。A4以上はスキャナで読み込めません。

やむをえずA4以上になるときはデジタルカメラで撮影して取り込みますので

スキャナ利用時よりも荒くなります。 

・ 写真 

「写るんです」などのレンズ付フィルムやインスタントカメラ（チェキなど）の印

画紙の写真をそのまま提出してもらってかまいません。 

・ 音楽 

録音したカセットテープやMDのまま提出。ただし、MDの場合には LPモー

ドは不可（LP2や LP4 などの 74分のMDに 74 分以上録音する長時間モー

ドのこと）、カセットテープは 90 分以上の長時間テープは不可 

CD-R/RWは必ずセッションクローズをしておいてください。 

・ ビデオなどの動画 

録画したビデオは MiniDV テープ、VHS テープ、DVD-R/RW/RAM などに

記録した場合にはそのままテープやディスクを提出。 

HDDレコーダーなどに記録した場合には必ずテープかディスクに取り出して

提出 

・ その他 

例えば書道の作品や美術などの工芸品などは写真やビデオを利用して持

ち運べるような状態で提出してください。 

 

② ディジタルの場合 
・ 絵・写真 

いずれもCG作品可。保存形式はサイズが大きくなり過ぎないように注意して

次の形式のいずれかで保存すること 

利用可能な形式―TIFF,BMP,GIF,JPEG,PNG（iMac,eMac などＭａｃｉｎｔｏｓｈ

を利用した場合には利用したアプリケーション名を明記しておくこと） 
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・ 音楽 

MIDIなどのデータ化した作品もOK。ただし、次の形式のいずれかで保存す

ること 

利用可能な形式―MIDI（Standard MIDI 形式にしておくこと）,WAV,MP3, 

QuickTime, AVI（マッキントッシュを利用した場合には利用したアプリケーシ

ョン名を明記しておくこと） 

＊ATRAC3 などの MD のデータをそのまま出す場合には「アナログデータ」

として提出すること。 

・ ビデオなどの動画 

QuickTime や RealAudio, WindowsMediaPlayer (Windows Media エンコー

ダ), を利用してMPEG１、MPEG２、MPEG4 形式で提出すること 

・ その他 

アイコンやボタンなどのデータはあまり特殊な処理(透過GIFなど)をしないで

Windows パソコンに標準で付属しているアプリケーションで利用できる形式

で保存すること。 

 

・ディジタルで提出する場合のメディア（媒体）について 

学校のパソコン、情報担当者の利用できるパソコンで再生できるメディアであ

ればどのメディアで提出してもよいが、あまり高価なものは避けること 

利用できるメディア 

―フロッピーディスク（FD）、光磁気ディスク（MO）【１２８MB から６４０MB ま

で】、CD-R/RW、DVD-R/RW/RAM、DVD+R/RW、SuperDisk【120MB 又は

240MB】、USB フラッシュメモリ、コンパクトフラッシュ（CF）、スマートメディア、

メモリースティック（DUO の場合にはアダプターをつけてサイズを同じにして

おくこと）、SD カード（MiniSD の場合にはアダプターをつけてサイズを同じに

しておくこと）、MMC、XD ピクチャーカードのいずれか（Zip は使えません） 

 

いずれの場合にも著作権の処理を済ませておくこと。 

学校の授業中にだけ作業をする場合には「著作権法35条」【2004年 1月1日改

正】の規定により特に考えなくてもよいことがあるが、最終的に「学校ホームペー

ジへの掲載」も検討しているため著作権の無断使用にならないように注意してお

くこと。 

そのためには 

・ 著作権の不明瞭なものは利用しない。 
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・ できる限り自分自身のオリジナル素材を利用する。 

・ インターネット上での著作権フリー素材集を利用してもよいが、その際に

は「Web ページとしての利用が可能かどうか」「利用する場合には連絡が

必要かどうか」「作者のサイトから直リンクしないようにダウンロードしてもよ

いか」などを確認のうえ、「引用したサイトの URL」を明記しておくこと。 

を確認しておいてください。 

 

個人情報の保護に十分に気を配ること 

誰でも自分の個人情報を断りなく利用されるのは不快なものです。個人情報保護の

観点から次のようなことに注意しましょう。 

・ 個人が特定される様な情報を公開しない 

例えば個人名や住所、電話番号、電子メールアドレスなどは本人の断り

無しにWeb ページに公開したり、他人に教えたりしてはいけません。 

自分の情報であっても悪用されることを防ぐために名前はイニシャルだ

けにするなどの配慮が必要です。 

・ 個人が特定されるような写真も不可 

学校の集合写真のように拡大しても個人が特定しにくいような写真や、

後姿や、顔を避けたような写真などを利用すること。 

・ 写真には肖像権が･･･。 

いわゆる肖像権(パブリシティー権)を侵害しないように写真を撮る時には

本人の確認を取っておくこと(できる限り文書で承諾を得ること) 

 

＊ 著作権の確認をすること 

基本的に「著作権フリー」とか「無料素材」という記載がないものは全て利用するには許

諾を得る必要があります。 

また、「著作権フリー」や「無料素材」という記載があっても「Ｗｅｂページに限る」とか「商

用利用は禁止」などの制限がある場合が多いので「利用についての注意」という項目を

よく読んでそれぞれの素材について注意深く利用しましょう。 

 

特定用途コピーＯＫのマークについて 

次のようなマークがついている場合にはそれぞれの使用条件にしたがっ

て自由に利用することができます。よく読んで注意して利用してください。 

 - 6 - 

 

マーク マークの意味 

 

 

 

 

プリントアウト・コピー・無料配布」ＯＫマーク  

「プリントアウト」「コピー」「無料配布」のみを認めるマーク 

 （変更、改変、加工、切除、部分利用、要約、翻訳、変形、脚色、翻案など

は含まれません。そのまま「プリントアウト」「コピー」「無料配布」をする場合

に限られます） 

 （会社のパンフレットにコピーして配布することなどは、営利目的の利用で

すが、無料配布であればできます）  
 

 

 

 

 

「障害者のための非営利目的利用」ＯＫマーク  

障害者が使うことを目的とする場合に限り、コピー、送信、配布な

ど、あらゆる非営利目的利用を認めるマーク 

 （変更、改変、加工、切除、部分利用、要約、翻訳、変形、脚色、翻案なども

含まれます）  
 

 

 

 

 

「学校教育のための非営利目的利用」ＯＫマーク 

学校の様々な活動で使うことを目的とする場合に限り、コピー、送

信、配布など、あらゆる非営利目的利用を認めるマーク  

 （変更、改変、加工、切除、部分利用、要約、翻訳、変形、脚色、翻案なども

含まれます）  
 

著作権フリーの市販素材集にはこのような表記があります。 

 

また、各Web ページには著作権を明示する表記がありますのでよく確認しましょう。 

例） 

 

兵庫県立神戸北高等学校の

公式 Weｂページの著作権表

記    英語で著作権の保

持を明示している 

 

兵庫県の公式 Web ページの

著作権表記 

日本語で無断使用の禁止を

明示している 
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＊著作権は著作者自身が管理している場合と、管理する団体に委託して

いる場合がある。 

 「著作者自身が管理している場合」には「著作者に利用の許諾を得る」ことになりま

す。 

 「著作者自身が管理していない場合」には「著作権を管理する団体または管理を委託

された団体」に許諾を得ることとなります。 

 

利用しようとする対象が「音楽｣か「写真」か、またはそれ以外のものかにより許諾申請を

する団体が変わってきます。 

 

例えば 

音楽 日本音楽著作権協会（JASRAC） 

著作物全般 著作権情報センター（CRIC） 

コンピュータプログラム コンピュータソフトウェア著作権協会（ACCS） 

文献複写 日本複写権センター（JRRC） 

ビデオ 日本映像ソフト協会（JVA） 

のようにそれぞれの分野ごとに著作権関係団体があり、著作権に関わる質疑を受け付

けていたり著作権を管理していたりします。 

わからないからといってそのままにするのではなく正しく著作権に関する手続きをするよ

うにしましょう。 

 

それではどのように判断すれば良いのでしょうか？ 

今までは学校の授業であれば学校の先生はある程度まで授業の教材にするためには

著作物を複製したりして利用することが認められていました。これは著作権法第 35条に

よって認められていました。 

しかし、平成１６年 1 月 1 日から著作権法が改正され第 35 条では授業を受ける生徒も

授業中に限ってある程度の利用が認められることとなりました。ただし、何でもいいという

わけではありません。そこで著作権関係団体が集まって「著作権法第 35 条ガイドライン

協議会」という団体を作ってどういうことまでが著作権法第 35 条で許されるのかというこ

とを例を挙げて説明するガイドラインを作り公開しました。この協議会ではさらに許諾が

必要かどうかを判断することができる図解(フローチャート)を公開しました。次にそのフロ

ーチャートを掲載しておきますので参考にしてください。 
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このフローチャート中の用語の内「公衆送信権」はインターネットによる配信を含んでい

ますので、生徒の作品であっても学校の Web ページ上に掲載する場合には「公衆送

信」に該当します。（当然ながら生徒の作品であればたとえ教員であっても勝手に掲載

すると著作権違反になりますので製作した生徒に Web ページへの掲載許可を取ること

になります。） 

また、「校内 LAN サーバへの蓄積」は学校のコンピュータ教室のサーバコンピュータに

保存することも含まれます。 

つまり著作権法第 35 条では「授業中に限っては」ある程度自由に著作物を利用するこ

とができるようになったのですが、その行為が本当に授業の一環として授業中に行われ

るのかどうかということが問題になってきます。 

 

では実際に著作権の利用許諾を取るにはどうすればよいのかを簡単に見てみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに先ほどのフローチャートを使って自由利用ができるかどうか確認してみまし

ょう。できない、あるいはどちらかわからないときには許諾を取る必要があります。（ど

ちらかわからないときには必ず確認してみましょう。勝手に使わないようにすることが

著作物を利用する際のマナーです） 

あなたの素材について

確認してみましょう 

No 

自由利用ができるかどうか確認

 
 

NO 

その素材は完全に自作のものですか？ YES 

自
分
の
著
作
物
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し

て
著
作
物
に
自
分
の
著
作
権
が
あ
る
こ

と
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。 

たとえ一部でも自分の著

作物ではないのなら著作

権処理が必要になります 

OK 自由利用できます

が、今回の課題で

は出典を明記*１し

て下さい。  - 11 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1 出典とはどこからその資料(ここでは素材)を見つけてきたのかを明らかにすること。

今回の課題では参考にしたものが Web ページなら URL(アドレス)を、本なら書籍名、あ

るのなら何年何月号の何ページからかを記載すること。 

*2 例えば放送コンテストではラジオ番組を作るときには 1 回使用で 210 円、ビデオ番

組なら 420円などと決められた値段を JASRACに支払っているが、これはコンテストとい

残念ながら自由利用はできませんので著作権者

または管理団体などに利用の許諾を取ってくだ

さい。 

著作物の種類によって許諾を得るところが変わります。 
たとえ利用の許諾が得られる場合でも｢有料｣*2の場合もあれば｢無料｣の

場合もあります。また、｢無料であっても条件付（連絡必要や Web 作成
に限るなど）｣の場合もあります。全てが同じというわけではありません。

注意してください。

①著作者自身が公開

し配布しているもの 
②著作者は著作権を持っ

ているが管理団体に委託

しているもの 

③著作権を放棄している

わけではないが自由に使

ってよいとしている 

著作者に連絡を取

り必ず書面で許諾

をもらう。（必ず許

諾をもらえるとは

限りません。その際

には利用してはい

けません） 

著作者ではなく管理団

体に連絡をして許諾を

もらう。素材の種類によ

り管理団体が違うので

注意すること。また、こ

の場合有料となること

が多いので注意するこ

と 

多くの場合素材を掲載

している媒体(Webサイ
トや書籍など)に利用条
件が記載されているの

でよく調べて利用する

こと。今回の課題では出

典を明記*３して下さい。 



 - 12 - 

う形の特例であり、通常ならもっと高額になる。また、著作権だけではなく「著作隣接権」

も発生することがあるのでその場合には隣接権の処理も必要となる本なら出版社に、

CD ならレコード会社に隣接権が発生します。その場合さらに使用料が必要になりま

す。 

*3 著作権フリーの場合にはフリーであることの証明ができるものを一緒に提出してくだ

さい。「著作権フリー」と書いてある部分のコピーやフリー素材をダウンロードした URL、

本のタイトルと出版会社名、著作者名を記載すること。 

 

重要 

著作者に許諾を求める場合には 

・ なぜその著作物の利用許諾を求めるのか 

・ どういう目的で利用するのか 

・ 何に利用するのか 

・ どれくらいの使用具合か 

・ 自分の立場の連絡 

を忘れないようにしましょう。 

今回の課題の場合には 

・ 高等学校の「情報 C」の授業で Web ページ（ホームページ）の作成に利

用するため夏休み課題となっていること。 

・ 自分が 2 学期の授業中に作成する Web ページ（これは各自の際と内容

を伝える）に利用させてもらいたいということ。 

・ あくまでも高等学校の授業での利用であり、商業利用（それを使ってお

金を取ること）を目的とはしていないということ。 

・ 自分だけが利用するのであり、課題の提出として情報科の教員には提出

すること。 

・ 自分の自己紹介を差し支えない程度の情報で伝えること（これもマナー

です） 

くらいは必要になると思われます。自己紹介はあまり詳しく連絡する必要はないと思い

ますが、高校生であること授業の一環として Web ページを作るのだということくらいは必

要でしょう。 

また、許諾するかわりにといってやたら多くの個人情報を入力させるサイトや、住所や電

話番号の入力を強制させるようなサイトには注意しましょう。 

個人情報を集めることが目的のメールやサイトが横行しています。昔から「タダほど怖い
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ものはない」といわれます。タダであげる代わりに・・・というような手口には引っかからな

いように気をつけてください。 

 

個人情報について 

個人情報も Web ページからの流出などが大変問題となっています。たとえ自分自身の

Webページであっても個人名や住所、年齢、電話番号などを掲載することは危険を伴う

ことがあるので要注意です。 

・ 名前はイニシャル程度にとどめる。 

・ 住所や電話番号などは掲載しない。 

・ メールアドレスを載せるということは、いたずらメールや SPAM メールを受

け取る可能性が高くなります。 

・ 個人が特定できるような写真の掲載も避けましょう。コラージュの材料にさ

れてしまう事件が多発しています。写真を載せる必要がある場合には個

人を見分けにくくするために集合写真や後姿のような物に限定しましょ

う。 

 

提出 

提出は素材とそれを収録したメディアに必要事項を記入したカードを付けて提出してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒番号：           
氏名：             
素材：種類（アナログ・ディジタル） 
データ形式：               
（ディジタル素材の場合はファイル名を記入する

こと、アナログ素材の場合には不要） 
著作権者：                   
著作隣接権者：                
許諾の有無： 有 ・ 無    
許諾を得たものは証明書類を付けること（口頭のみ

の約束は不可） 
フリー素材の場合にはフリーであることを証明で

きる書類またはパッケージのコピーを付けること 
自作の場合には自分の名前と製作年月日を記入 

巻末に付録と

して付けてお

いた個のカー

ドを作品に添

付して提出の

こと 
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質問などのある場合の対応 

学校での質問受付 

夏休み中に 4 日程度質問できる日を設定しますので進め方がわからない、著作権がも

うひとつよくわからない時には質問に来てください。 

 

7 月 21 日・22 日  午後 1時から 3 時までの間 職員室またはコンピュータ室にて 

8 月 27 日・30 日  午後 1時から 3 時までの間 職員室またはコンピュータ室にて 

両日とも担当は澤田です。 

 

 

電子メールによる質問受付 

sawadasensei@sky.117.cx にて質問や相談を受け付けます。ただし、2 年何組何番の

氏名：＊＊＊＊と必ず実名で送信すること。ハンドルネームのみで実名がないものは受

け取っても無視します。 

用件のタイトルは必ず入れてください。（クラス番号名前のみでもかまわないので記入す

ること）タイトル無しのメールは全て開封せずに直接ゴミ箱行きで削除します。（特に携

帯メールの場合に注意すること） 

質問するに際しては担当者(澤田)にメールアドレスがわかりますが、そのことをあらかじ

め了承しておくこと（フリーメールのアドレスを利用してもかまいません） 

このアドレスは質問受付専用に取得したアドレスですので他の目的には利用しないでく

ださい。また、ウィルスには充分に注意してください。担当者側でウィルス対策をしてい

ますが、場合によってはドメイン指定で拒否することも考えています。充分に注意してく

ださい。 

また、やむを得ず添付ファイルを送る場合には添付ファイルの形式やサイズを本文中

に記入して送ってください。作成したアプリケーションソフトの名称とバージョンを一緒に

記入しておいてください。 

 

兵庫県立神戸北高等学校 公式Web ページでのファイル配布 

このプリント集は余分に配ったり、コピーを配るということは一切しません。 

しかし、どうしてもプリントをなくしたという場合に限って学校の公式 Web ページからダウ

ンロードしてもかまいません。自分でダウンロードし、プリントアウトして冊子をもう一度作

りましょう。このページにはプリント集のデータを Microsoft Word の形式と PDF ファイル

形式（予定）でアップロードしておきます。PDF ファイルについては Adobe 社の Web ペ
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ージよりダウンロードして自分のパソコンにインストールして利用してください。 

兵庫県立神戸北高等学校 公式Web ページ URL 

 http://www.hyogo-c.ed.jp/̃kobekita-hs/ 

よりページを開いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adobe 社のWeb ページは 

 http://www.adobe.co.jp/ 

です。自宅のパソコンに Microsoft Word がインストールされていない場合にはこちらを

利用してください。 

 

最後に 
1学期に学習した著作権のことを中心によく復習して課題をこなしてください。 

この課題が出来上がらないと 2 学期の実習ができませんのでくれぐれも忘れることがな

いように気をつけましょう。 

このフレームにある「学習活動」をクリックして次のペ

ージを開き教科名「情報」をクリックするとダウンロー

ドできるようにしています。 
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付録として著作権法第 35 条ガイドライン協議会発行の著作権法第 35 条ガイドラインを

掲載しておきます。よく読んで参考にするようにしましょう。 

 

本プリント集を作成するに当たり 

著作権法第 35 条ガイドライン協議会発行のガイドライン･フローチャート 

（社）私的録音保証金管理協会（sarah）発行「教師のための著作権講座」 作花文雄著 

を参考にさせていただきました。 
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兵庫県立神戸北高等学校 情報科 発行 

Copyright ○C  ２００４ by Hyogo Prefectural Kobekita Senior High School  

SAWADA Yuichi All rights reserved. 

 

無断転載･商用利用は固くこれを禁じます。 

 
 
 


